
令和２年１０月５日
市民文化スポーツ局





目次



-1-

第１ 章　 計画策定にあ た っ て

　 １ .  計画策定の趣旨

　

　 北九州市では、 市民の学習活動を総合的に支援する ため、 こ れまで以下のよ う な計画を 策

定し てきまし た。

　     ●平成 10 年度　 北九州市生涯学習推進構想

　 　 ●平成 14 年度～ 17 年度　 北九州市生涯学習推進計画

　 　 ●平成 18 年度～ 22 年度　 北九州市教育行政総合計画（ いき いき 学びプラ ン ）

　 　 ●平成 23 年度～ 27 年度　 北九州市生涯学習推進計画

　 　 ●平成 28 年度～令和 2 年度　 北九州市生涯学習推進計画 《 “学びの環” 推進プラ ン 》

　 平成 28 年 4 月に生涯学習課は、 教育委員会から 市民文化スポーツ 局に移管さ れ、 人づく

り を担う 生涯学習部門と 地域づく り を 担う 地域振興部門の連携強化により 、 地域活動の更な

る 促進を図り 、 住民主体のまち づく り を推進する こ と を目指し てき まし た。

　 そのよ う な中、「 北九州市生涯学習推進計画《 “学びの環” 推進プラ ン 》」 策定から 5 年が

経過し 、 社会環境にも 変化が見ら れ、 その間、 国においては、 平成 30 年 6 月に第３ 期教育

振興基本計画が策定さ れ、 平成 30 年 12 月には中央教育審議会答申（ 人口減少時代の新し

い地域づく り に向けた社会教育の振興方策について） がまと めら れまし た。 それに伴い、「 生

涯学習社会」 に求めら れる 役割にも 変化がみら れるよ う になっ てき まし た。

　 人口減少や少子高齢化を はじ めと する多様な課題の顕在化や、 社会環境の変化を受け、 今

後、 我が国の地域社会においては、 住民主体でこ れら の課題や変化に対応する こ と が求めら

れます。

　 ま た、 人生 100 年時代を 迎えよ う と し ている 中で、 高齢者から 若者まで、 全て の人に活

躍の場があり 、 全ての人が元気に活躍し 続けら れる社会、 安心し て暮ら すこ と のでき る社会

を つく るこ と が求めら れます。

　 国際的にも 平成 27(2015) 年 9 月の国連サミ ッ ト で「 持続可能な開発のための 2030 アジェ

ン ダ」 が採択、「 持続可能な開発目標（ SDGs）」 が掲げら れ、 持続可能な世界を 実現する た

めの 17 の目標・ 169 のタ ーゲッ ト が定めら れまし た。

　 SDGs を 受けて策定さ れた日本国内の実施指針においても 、 優先的に進める 分野の一つと

し て「 あら ゆる人々の活躍の推進」 が挙げら れています。

　 こ れら のこ と から 、 一人一人が学びを通じ てその能力を 維持向上し 続けるこ と ができる よ

う 、 生涯にわたり 必要な学習を 行い、 その成果を 個人の生活や地域での活動等に活かすこ と

のでき る「 生涯学習社会」 実現への取り 組みを 進める こ と が重要です。
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　「 生涯学習社会」 の実現のためには、 学びたいと 思っ た市民がいつでも 学ぶこ と ができ る

環境づく り に取り 組む必要があり ます。 さ ら に、 学びを学びで終わら せる のではなく 、 その

成果を 活動に活かすこ と で新たな課題を発見し 、 その課題を解決するために新たな学びを 求

めると いっ た、 持続的な学びと 活動が循環する 仕組みづく り に取り 組む必要があり ます。

　 北九州市は、「 生涯学習推進計画《 “学びと 活動の環” 推進プラ ン 》」 を 策定するこ と により 、

市民一人一人の自己実現や学習し た成果を 活動に活かす自主的・ 主体的な学習活動を支援し 、

循環型生涯学習社会づく り を目指し ます。

２ .  計画の位置付け

（ １ ） 計画の位置付け

　「 生涯学習推進計画」 は、「 元気発進！北九州」 プラ ン （ 市の基本構想・ 基本計画） の部

門別計画の 1 つに位置付けています。

　 また、「 北九州市子ども の未来をひら く 教育プラ ン」、「 北九州市スポーツ 振興計画」、「 北

九州市文化振興計画」 と 並んで、 教育基本法第 17 条第 2 項の規定に基づく 、 地方公共団

体が定める「 教育の振興のための施策に関する基本的な計画」 と し て位置付けています。
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（ ２ ） 計画期間

　 令和 3 年度～令和 7 年度の 5 年間。ただし 、計画期間中であっ ても 、社会経済環境の変化、

市民ニーズの変化、 国・ 県の動きなどを 踏まえながら 、 必要に応じ て計画の見直し を行い

ます。

（ ３ ） 計画の対象

　 対象範囲は、 主に「 社会教育」「 家庭教育」 分野と し ていますが、 他部局でも 人材育成

や学習機会の提供に関する事務事業が実施さ れているこ と から 、 こ れら の事務事業につい

ても 盛り 込みながら 横断的な計画と なる よう にし まし た。

３ .  計画の推進

（ １ ） 推進体制

　 社会教育、生涯学習関連分野に関する 諸計画の立案や調査研究を行う 付属機関である「 社

会教育委員会議」 において、 毎年、 計画に掲げる事業等の進捗を報告すると と も に、 社会

教育委員の意見を聞きながら 、 計画的かつ効果的に推進を図り ます。

（ ２ ） 推進の考え方

◯推進にあたっ ては、 社会経済環境の変化、 市民ニーズの変化などを踏まえ、 必要に応じ

て見直し ながら 推進し ます。

◯毎年度実施し ている教育委員会事務点検・ 評価の中で、 当該計画に掲げる 事務事業につ

いても 評価を 行い、 改善に取り 組みます。

◯計画の進行管理については、 学校教育（ 小・ 中学校関係者）、 社会教育（ 関係団体関係

者）、 家庭教育（ 幼稚園連盟、 PTA 協議会関係者）、 学識経験者（ 大学講師、 市議会議員、

市民代表等） で構成さ れる 社会教育委員と 事務事業を 所管する 関係部局が入っ た社会教

育委員会議において計画的に実施し ていき ます。
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１ .  生涯学習と は　

　 生涯学習と は、 市民一人一人が、 人生を 豊かに生き るために、 また、 豊かで安心し て暮ら

せる 社会の実現のために、 誰も が生涯にわたり 、「 いつでも 、 どこ でも 、 だれでも 」 それぞ

れの興味・ 関心や生活課題、 地域課題に応じ て行われる、 様々な「 学び」 と 「 活動」 のこ と

です。 例えば、 以下のよう な「 学び」 と 「 活動」 が含まれます。

　 　 ○健康やスポーツ 、 レ ク リ エーショ ン に関する こ と

　 　 ○音楽、 手芸、 園芸、 囲碁、 将棋など趣味に関するこ と

　 　 ○様々な教養を 高める こ と や家庭生活に関する こ と

　 　 ○社会問題や市民生活に関するこ と

　 　 ○仕事でのスキルアッ プ、 キャ リ アアッ プなどに関するこ と

　 　 ○まち づく り やボラ ン ティ アなど社会貢献のための活動に関わるこ と

　 生涯学習には、 自ら 進んで行う 学習活動だけでなく 、 学ぶこ と を 通し て他の人と つながり

ができ るこ と や、 学んだこ と を 社会に広げて還元し ていく こ と につながる も のがあり ます。

　 また、 人生 100 年時代においては、 すべての人が生涯を 通じ て自ら の人生を 設計し 、 学

び続け、 学んだこ と を 活かし て活動し ていく こ と が大事です。

２ .  生涯学習に関する 本市のあゆみ　

（ １ ） 公民館のあゆみ

　 昭和 21 年に文部次官通牒により 、 戦後再建の拠点と なる 地域の社会教育施設と し て公

民館の設置が提唱さ れまし た。 その後、教育基本法（ 昭和 22 年）、社会教育法（ 昭和 24 年）

によ っ て法的整備が図ら れて以来、 公民館は住民の身近な学習、 交流活動の場と し て親し

まれ、 住民自ら が課題解決のために取り 組む諸活動に支援を 行っ てき まし た。

　 本市発足前の旧八幡市においては、 昭和 26 年に中央公民館と し て八幡市公民館が開館

し まし た。 都市公民館の全国的モデルと し て知ら れ、 こ の公民館を起点に、 いわゆる「 八

幡方式」と 呼ばれる 1 中学校区 1 地域公民館の建設が進めら れまし た。様々な講座、講演会、

レコ ード コ ン サート をはじ めと する文化活動などが開催さ れまし た。 また、 講座受講後の

市民の要望から 、 市民自ら が運営し 、 自主学習に取り 組む数多く のク ラ ブ・ サーク ルが誕

生し まし た。
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　 旧戸畑市では、 昭和 27 年に公会堂を 転用し て中央公民館を 開館し 、 その後、 小学校区

を単位に地域公民館を設置、 住民参加型の公民館運営を 行いまし た。

旧門司市、 旧小倉市、 旧若松市では、 住民自治に支えら れた公民館類似施設（ 自治公民館）

によ る社会教育活動が盛んに行われまし た。

　 こ のよ う な旧 5 市の公民館活動の取り 組みは、 町村部だけでなく 市（ 大都市） において

も 公民館設置が必要であると いう 実績と し て評価さ れ、 国や他市の取り 組みに大き な影響

を与えまし た。

　 北九州市の発足以前から 活動し てき た、 中原（ 旧戸畑市） 婦人会の活動を き っ かけに、

昭和 38 年から 始まる戸畑区三六公民館の婦人学級で取り 組まれた「 明るい健康で住みよ

い町にする ための煤塵調査」 は、 戸畑区婦人会協議会共同研究に発展し 、 市民・ 企業・ 大

学・ 行政が一体と なっ た公害克服の取り 組みヘと 拡大し まし た。

　 地域における 生活課題の学習が実践活動につながり 、 まち づく り を進めた歴史に残る 一

例です。

　 現在も 市民センタ ーや生涯学習総合センタ ーなどで行われている 生涯学習市民講座、 家

庭教育学級、 女性リ ーダー国内研修も こ の時期に産声を あげています。 こ れまで多く の市

民が、 学びを通し て得た知識や技能を個人レ ベルに留めず、 家庭、 地域、 グループ・ 団体

活動などに活かし ています。

　 昭和 40 年に策定さ れた「 北九州市長期総合計画・ 基本計画」 では、「 1 中学校区 1 公民

館」 の整備を位置付け、 順次、 公民館未設置の中学校区への新設と 老朽館の改築に着手し

まし た。

　 また、 市民サービ スの向上を めざし た公民館運営のために、 昭和 43 年、 条例で各区に

中央公民館を設け、 その指導と 調整のも と 、 区における 組織的・ 機能的な公民館事業を 展

開し まし た。

（ ２ ） 公民館から 市民センタ ーへ

　 平成 5 年に策定さ れた「 北九州市高齢化社会対策総合計画」 に基づき 、 住民の生涯学習

活動、 保健福祉活動、 コ ミ ュ ニティ 活動等の地域の活動拠点と し て、 概ね小学校区ごと に

順次、「 市民福祉セン タ ー」 の整備を 進めまし た。 あわせて地域の自治会、社会福祉協議会、

様々な団体や地域の学校、 施設、 行政機関等が参画し た「 まち づく り 協議会」 の設置を 促

進し 、 地域と 一体と なっ た地域づく り ・ まち づく り を推進し まし た。

　 同一の中学校区に新たに市民福祉セン タ ーが設置さ れた場合は、 既設の公民館は、 従来

の中学校区から 概ね小学校区を 区域と する「 ○○公民館・ ○○市民福祉セン タ ー」 の二枚

看板化に順次移行し ていく こ と になり まし た。

　 し かし 、 二枚看板化については、 分かり づら さ から 名称を 一本化し て欲し いと の意見が

寄せら れまし た。 また、 市民福祉センタ ーにおける 住民活動については、 当初の活動に加

え、 子育て支援や地域防災、 環境美化、 リ サイ ク ル活動など、 新たな分野へも 広がり を 見

せていき まし た。 そこ で、 地域住民が親し みを 持てる名称への変更が検討さ れ、 その所管

を保健福祉局から 地域づく り の担当局である 総務市民局（ 現市民文化スポーツ 局） へ移管

し 、 平成 17 年 1 月から 名称を「 市民セン タ ー」 と し まし た。
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（ ３ ） 中央公民館の再編

　 地域公民館を「 市民福祉セン タ ー」、「 市民セン タ ー」 へと 移管し ていく 一方、 区におけ

る地域振興、 地域福祉、 生涯学習の一元化を 進め、 地域づく り をよ り 一層推進する ため、

平成 15 年４ 月に中央公民館の機能を まちづく り 推進課（ 現コ ミ ュ ニティ 支援課） に移管

し まし た。 こ れに伴い、 市民の新たな学習ニーズに対応する 人材育成、 調査研究、 情報受

発信、 学習相談等の機能を集約・ 強化し た拠点と し て小倉北区に「 生涯学習総合セン タ ー」

を設置し 、 その他の区に学習活動の場と し て生涯学習センタ ーを 設置し まし た。

　 更に、 平成 25 年４ 月には、 八幡西区黒崎のコ ムシティ にまち づく り や人材育成の拠点

施設と し て「 八幡西生涯学習総合セン タ ー」 を設置する と と も に、 コ ムシティ 内の公共公

益施設による 人づく り 支援のための複合施設「 北九州ひと みら いプレ イ ス」 を開設し まし

た。

３ .  国、 県の動向　

　（ １ ） 国の動向

　 平成 30 年 12 月に中央教育審議会が取り ま と めた「 人口減少時代の新し い地域づく り

に向けた社会教育の振興方策について（ 答申）」 では、

◯社会教育は、 個人の成長と 地域社会の発展の双方に重要な意義と 役割を 持つも ので

あり 、 その要と なる のが、 学びの場を通じ た住民相互のつながり である 。

◯人口減少や、 コ ミ ュ ニティ の衰退を 受けて、 住民参画による 地域づく り がこ れまで

以上に求めら れる中、 社会教育を基盤と し た人づく り ・ つながり づく り ・ 地域づく

り の重要性は地方行政全体を通じ てますます大きく なっ ている。 住民が生き 生きと

し た生活を送る と と も に、 各地域の住民の創意工夫に基づく 地域づく り を進めるこ

と は、若者や地域外の人々にと っ ても 、その地域に住みたいと いう 魅力につながる。

こ う し た時代の要請の高まり の中で、 社会教育は社会に対し てよ り 開かれたも のと

し て、 また、 住民相互のつながり を 提供する 場と し て、 新たな展開を図るこ と が求

めら れている 。 行政と し ては、 そのための環境の整備にこ れまで以上に取り 組む必

要がある 。

　 と し ています。

　 平成 30 年 6 月に閣議決定さ れた「 第 3 期教育振興基本計画」 では、

◯社会の大き な変化を 受け止め、 また、 持続可能な開発目標（ SDGs） を はじ めと し

て社会の持続的な成長・ 発展を目標と する 国際的な政策の動向も 踏まえ、 今後どの

よ う な社会の未来像を 描き、 その実現に向けて教育はどのよう な役割を担う べき か

を 明確にする必要があると し ています。

◯また、 個人においては 「 自立し た人間と し て 主体的に判断し 、 多様な人々と 協働し

ながら 新たな価値を 創造する人材を 育成し ていく こ と 」 が重要である。

◯社会においては、「 一人一人が活躍し  豊かで安心し て暮ら せる社会の実現」 が求め

ら れる。
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◯こ う し た個人と 社会の目指すべき姿の実現に向け、第２ 期計画で掲げた「 自立」「 協

働」「 創造」 の三つの方向性を 実現する ための生涯学習社会の構築を 目指すと いう

理念を 引き 続き 継承し 、 教育改革の取組を 力強く 進めていく 必要がある 。

　 と し ています。

（ ２ ） 県の動向

　 福岡県では平成 24 年 3 月に策定し た「 福岡県総合計画」 を 見直し 、 こ れまでの成果、

社会経済状況の変化を 踏まえ、「 県民幸福度日本一」 の福岡県を 目指す取り 組みを さ ら に

加速さ せる ため、 県政推進の指針と なる 新たな「 福岡県総合計画」 を 平成 29 年 3 月に策

定し ています。 こ の計画の中で、

◯心豊かで充実し た人生を 送れる よう 、 その生涯を通じ てだれも が学びたいと き に学ぶ

こ と ができ 、 その成果を 適切に生かすこ と ができる 社会を 目指し ます。

◯県民の多様な ｢ 学び ｣ を 支援し 、 その成果を適切に生かすこ と ができる 社会を 目指し

ます。

◯学校、 家庭、 地域が連携・ 協働し て地域を 活性化さ せる 社会を 目指し ます。

と し ています。

　 県民が、 地域や社会での活動や NPO・ ボラ ン ティ ア活動な どにおいて、 生涯学習で学

んだ成果を 発揮でき るよ う 、 機会の充実を図る と と も に、 情報発信に努める こ と と し てい

ます。

４ .  北九州市の生涯学習関連施設の状況

（ １ ） 生涯学習施設

　 生涯学習（ 総合） セン タ ー、 市民セン タ ー、 図書館、 年長者研修大学校などを整備し て

おり 、 施設に応じ て、 学び・ 交流・ 活動の支援を行う など、 市民に生涯学習の機会を提供

し ています。 特に市民センタ ーは、 地域住民の学習・ 文化・ コ ミ ュ ニティ 活動の拠点と し

ての役割を 果たし ています。

（ ２ ） 文化施設

　 美術館、 自然史・ 歴史博物館（ いのち のたび博物館） などを 整備し ており 、 それぞれの

施設の特色を活かし た、 企画展示を 実施する など、 市民が日常生活の中で多様な文化芸術

に接する 機会や交流の場を創出し ています。 また、 北九州市の特徴を活かし た松本清張記

念館や文学館などの施設も 整備し ています。


